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規
　
則

◯
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
七
・
都
市
計
画
課
）
…
…
１

◯
秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
八
・
都
市
計
画
課
）
…
…
16

◯
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
九
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
18

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
七
号

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
条
例
第
六
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
六
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」

に
改
め
、
「
物
件
」
の
下
に
「
（
以
下
「
掲
出
物
件
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
二
通
に
、
次
の

各
号
」
を
「
に
次
」
に
、
「
知
事
」
を
「
、
こ
れ
を
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
表
示
し
、

又
は
」
を
「
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
掲
出
物
件
を
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
条
第
八
項
」
に
、
「
二
通
に
、
次
の
各
号
」
を
「
に

次
」
に
、
「
知
事
」
を
「
、
こ
れ
を
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
当
該
広
告
物

を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
条
第
八
項
」
に
、
「
二
通
に
、
変
更
」
を
「
に
変
更
」

に
、
「
知
事
」
を
「
、
こ
れ
を
知
事
」
に
改
め
る
。

第
六
条
及
び
第
八
条
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
並
び
に
同
条
第
九
項
」
を
「
、
同
条
第
四
項
並
び
に
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
は
、
立
看
板
、
幕
、
旗
」
を
「
掲
出
物
件
は
、
幕
」
に
改

め
る
。

第
十
一
条
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
屋
外
広
告
物
の
表
示
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
広
告
物
の
表
示

又
は
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
保
管
し
た
広
告
物
等
の
公
示
場
所
）

第
十
三
条
の
二

条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
保
管
し
た
広
告

物
又
は
掲
出
物
件
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
と
す
る
。

（
保
管
し
た
広
告
物
等
の
売
却
の
手
続
）

第
十
三
条
の
三

条
例
第
十
三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
売

却
の
手
続
は
、
秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
七
章
の
規
定
の
例

に
よ
る
。

（
広
告
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
三
条
の
四

知
事
は
、
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
（
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含
む
。
）
を
当
該
広
告

物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
権
原
を
有

す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏

名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
広
告

物
又
は
掲
出
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
受
領
書

（
様
式
第
六
号
の
二
）
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
三
条
の
五

条
例
第
十
四
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

第
十
六
条
中
「
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
掲
出
物
件
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
更
新
の
登
録
の
申
請
期
限
）

第
十
八
条

屋
外
広
告
業
者
（
条
例
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
登
録
を
受
け
て
屋
外
広
告
業

を
営
む
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
当
該

更
新
の
登
録
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
）

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ
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第
十
九
条

条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
三
号
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
九
条
の
二

条
例
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
屋
外
広
告
業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
、
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有

し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
条
例
第
十
八
条
の
四
第
一
項

各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二
　
登
録
申
請
者
が
選
任
し
た
業
務
主
任
者
が
条
例
第
十
八
条
の
九
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
役
員
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と

同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
含

む
。
）
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四
　
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

２

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き
は
、
登
録
申

請
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
登
録
申
請
者

二
　
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
（
当
該
役
員
が
営
業
に
関
し
成

年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員
及
び

そ
の
法
定
代
理
人
）

三
　
登
録
申
請
者
が
選
任
し
た
業
務
主
任
者

３

条
例
第
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
こ
の
条
第
一
項
第
一
号
の
書
面
の
様
式
は
、
様
式
第
十
四
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
の
書
面
の
様
式
は
、
様
式
第
十
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
の
三

条
例
第
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
屋
外
広
告
業
登
録

事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
変
更
の
届
出
を
し
た
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

登
記
事
項
証
明
書

二
　
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
商
業
登
記
の
変
更
を
必
要
と

す
る
場
合
に
限
る
。
）

登
記
事
項
証
明
書

三
　
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
前

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
書
面

四
　
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

三
号
の
書
面

五
　
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
　
前
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面

３

知
事
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
本
人
確
認
情
報
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
利
用
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
を
し

た
者
に
対
し
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
十
九
条
の
四

条
例
第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
業
等
の
届
出
は
、
廃
業
等
届
出
書

（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
主
任
者
の
認
定
）

第
十
九
条
の
五

知
事
は
、
条
例
第
十
八
条
の
九
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
当
た
つ
て

は
、
営
業
所
に
お
け
る
広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
責
任
者
と
し
て
、
五
年
以
上
の

経
験
を
有
す
る
こ
と
及
び
過
去
五
年
間
に
わ
た
り
広
告
物
の
表
示
及
び
掲
出
物
件
の
設
置
に
関
す

る
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
こ
と
を
基
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
業
務
主
任
者
資
格
認
定
申
請
書
（
様
式
第
十
八
号
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
）

第
十
九
条
の
六

条
例
第
十
八
条
の
十
の
規
則
で
定
め
る
標
識
の
様
式
は
、
様
式
第
十
九
号
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
十
九
条
の
七

条
例
第
十
八
条
の
十
一
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
注
文
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
場
所

三
　
表
示
し
た
広
告
物
又
は
設
置
し
た
掲
出
物
件
の
名
称
又
は
種
類
、
数
量
並
び
に
形
状
及
び
寸

法
四
　
広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
年
月
日

五
　
請
負
金
額

２

条
例
第
十
八
条
の
十
一
の
営
業
に
関
す
る
帳
簿
の
様
式
は
、
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

２
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シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ

屋
外
広
告
業
者
の
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
前
項
の
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

ク
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
契
約
ご
と
に
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

屋
外
広
告
業
者
は
、
第
二
項
の
帳
簿
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
つ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、

閉
鎖
後
五
年
間
営
業
所
ご
と
に
当
該
帳
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
屋
外
広
告
物
」
を
「
広
告
物
の
表
示
及
び
掲
出
物
件
の
設
置
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
屋
外
広
告
物
の
表
示
」
を
「
広
告
物
の
表
示
及
び
掲
出
物
件
の
設
置
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
屋
外
広
告
物
の
施
工
」
を
「
広
告
物
及
び
掲
出
物
件
に
係
る
工
事
の
施
工

等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三

条
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
講
習
会
修
了
者
）
」
を
付

し
、
同
条
中
「
講
習
会
修
了
者
等
台
帳
（
様
式
第
十
八
号
）
」
を
「
講
習
会
修
了
者
台
帳
」
に
改

め
、
「
（
様
式
第
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿
）

第
二
十
四
条

条
例
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
処
分
を
受
け
た
屋
外
広
告
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名
　

二
　
処
分
を
受
け
た
屋
外
広
告
業
者
の
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
処
分
の
根
拠
と
な
つ
た
条
例
の
条
項

四
　
処
分
の
原
因
と
な
つ
た
事
実

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

屋
外
広
告
業
者
監
督
処
分
簿
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
　
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
日

か
ら
二
年
間

二
　
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
　
そ

の
停
止
の
期
間

第
二
十
五
条
中
「
若
し
く
は
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
」
を
「
又
は
掲
出
物
件
」
に
改
め
、
「
場

所
を
」
の
下
に
「
所
管
す
る
地
域
振
興
局
長
」
を
加
え
、
「
管
轄
す
る
地
域
振
興
局
長
」
を
「
所
管

す
る
地
域
振
興
局
長
（
県
内
に
営
業
所
等
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
秋
田
地
域
振
興
局
長
）
」
に

改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

別
表
第
二
ア
ド
バ
ル
ー
ン
の
項
表
示
又
は
設
置
の
方
法
の
欄
中
「
執
る
」
を
「
と
る
」
に
改
め
、

同
表
広
告
塔
又
は
広
告
板
の
項
表
示
又
は
設
置
の
場
所
又
は
位
置
の
欄
中
「
一
　
市
街
地
」
の
下
に

「
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域

（
同
号
の
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
及
び
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
を
除
く
。
）
そ
の
他
市
街

化
が
促
進
し
て
い
る
と
知
事
が
認
め
る
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
六
条
第
四

項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
表
示
又
は
設
置
の
方
法
の
欄

中
「
執
る
」
を
「
と
る
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
三
中
「
一
事
業
所
」
を
「
、
一
事
業
所
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　

」

３

〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

〇
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

第
九
項
の
規
定
に
該
当

す
る
も
の

表
示
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
当

平
面
と
み
な
し
た
も
の
の
大
き
さ
の
二

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

第
四
項
の
規

す
る
も
の

第
十
項
の
規

す
る
も
の

該
施
設
又
は
物
件
の
外
郭
線
内
を
一

十
分
の
一
以
下
で
、
か
つ
、
〇
・
五

表
示
は
一
平
面
一
個
に
限
る
。
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に
改
め
る
。

」

様
式
第
一
号
中
「
電
　
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、
「
第
６
条
第
４
項
、
第
５
項
、
第
６
項
」
を

「
第
６
条
第
５
項
、
第
６
項
、
第
７
項
」
に
、
「
屋
外
広
告
士
」
を
「
試
験
合
格
者
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「
電
　
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、
「
屋
外
広
告
士
」
を
「
試
験
合
格
者
」
に
改

め
る
。

様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

４

表
示
は

定
に
該
当

定
に
該
当

一
　
表
示
面
積
を
、
は
り
紙
、
は
り
札
又
は
広
告
旗
に
あ
つ
て
は
一
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
と
し
、
立
看
板
に
あ
つ
て
は
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る

こ
と
。

二
　
表
示
期
間
を
、
は
り
紙
に
あ
つ
て
は
一
月
以
内
と
し
、
は
り
札
、
広
告

旗
又
は
立
看
板
に
あ
つ
て
は
二
月
以
内
と
す
る
こ
と
。

三
　
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
掲
出
物
件
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
連
絡
先
並
び
に
広
告
物
の
表
示
期
間
を
明
示
す
る
こ
と
。

四
　
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
掲
出
物
件
を
設
置
す
る
土
地
又
は
建
築
物
等

が
他
人
の
所
有
又
は
管
理
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
有
者
又

は
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
い
る
こ
と
。

表
示
方
向
か
ら
見
た
場
合
に
お
け
る
当
該
施
設
又
は
物
件
の
外
郭
線
内
を
一

平
面
と
み
な
し
た
も
の
の
大
き
さ
の
二
十
分
の
一
以
下
で
、
か
つ
、
〇
・
五

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

、
一
平
面
一
個
に
限
る
。

電
　
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
第
６
条
第
４
項
、
第
５
項
、
第
６
項

第
６
条
第
５
項
、
第
６
項
、
第
７
項
　
　
　
　
屋
外
広
告
士
　
　
　
試
験
合
格
者

電
　
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
屋
外
広
告
士
　
　
　
試
験
合
格
者
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５

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

返還を受けた者

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　w

□法人にあつては、主たる事務所の□
所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号

受領書

屋外広告物（掲出物件、代金）の返還を受けました。

様式第６号の２ 受領書

１　返還を受けた日時

２　返還を受けた場所

（ ）

（注） 氏名を自書した場合は、押印を省略することができます。

３　返還を受けた

広告物（掲出

物件、代金）

整理番号

名称又は種類

数量又は金額
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６

様式第６号の３　身分証明書

（表）

９センチメートル

第　　　　　号

身　　分　　証　　明　　書

所　　　属

職　氏　名

年　　月　　日生

上記の者は、秋田県屋外広告物条例第14条第１項及び第20条の３第１項の規定により立入検査をすることが

できる者であることを証明する。

年　　月　　日交付

秋田県知事　　　　　　　　□

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

印

（裏）

秋田県屋外広告物条例抜粋

（立入検査等）

第14条　知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を

設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物若

しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（立入検査等）

第20条の３　知事は、屋外広告業の登録に関する事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

秋田県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、その営業に関し報告を求め、又はその職員に営業所その他

営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること

ができる。

２　第14条第２項及び第３項の規定は、前項の立入検査について準用する。
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様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「
電
　
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、
「
屋
外
広
告
士
」
を
「
試

験
合
格
者
」
に
、
「
管
理
契
約
書
等
の
写
し
」
を
「
管
理
契
約
書
又
は
資
格
を
証
す
る
書
面
の
写
し

そ
の
他
の
必
要
な
書
類
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「
電
　
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
、
「
屋
外
広
告
士
」
を
「
試
験
合
格
者
」
に

改
め
る
。

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

電
　
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
屋
外
広
告
士
　
　
　
試

験
合
格
者
　
　
　
　
管
理
契
約
書
等
の
写
し
　
　
　
管
理
契
約
書
又
は
資
格
を
証
す
る
書
面
の
写
し

そ
の
他
の
必
要
な
書
類

電
　
話
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
屋
外
広
告
士
　
　
　
試
験
合
格
者
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８

様式第１３号　屋外広告業登録申請書

（表）

１　秋田県の区域内

にある営業所の

名称及び所在地

２　法人である場合

の役員（業務を

執行する社員、

取締役、執行役

又はこれらに準

ずる者）の氏名

及び役職名

３　未成年者である

場合の法定代理

人の氏名及び住

所

営業所の名称 電話番号営業所の所在地

ふ　り　が　な

氏　　　　　名
役　職　名

ふ　り　が　な

氏　　　　　名
住　　　所 電話番号

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　w

□法人にあつては、主たる事務所の□
所在地、名称及び代表者の氏名　　

電話番号

屋外広告業の登録について（申請）

このことについて、秋田県屋外広告物条例第18条第１項（第３項）の規定により、次のとおり申請し

ます。

※手数料

（ ）
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９

（裏）

４　業務主任者の氏

名及び所属する

営業所の名称

５　他の地方公共団

体における登録

状況

氏　　　名 摘　　要所属する営業所の名称

登録を受けた

地方公共団体名
登録年月日 登録番号

（注）１　所定の欄に書ききれない場合は、別紙を用いてください。

２　該当事項のない欄には、斜線を引いてください。

様式第１４号 誓約書

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

登録申請者　　　　　　　　　　　　　w

誓約書

登録申請者（及びその役員、及び法定代理人）は、秋田県屋外広告物条例第18条の４第１項各号に該当しない者

であることを誓約します。
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10

上記のとおり相違ありません。

年　　月　　日

氏　　名　　　　　　　　　　　　　w

期　　　間　

年月日から　
年月日まで　

様式第１５号　登録申請者の略歴書

法人の役員
登録申請者　　本　　　人　　の略歴書

法定代理人

（ ）

（ ）

法人の役員
（注） 本　　　人　については、不要のものを消してください。

法定代理人（ ）

１　現住所

電話番号

ふ 　 り 　 が 　 な
２
氏　　　　　　　名

３
　
　
略
　
　
　
　
　
歴

４
　
　
賞
　
　
　
　
　
罰

生年
年　　月　　日　

月日

職　務　内　容　又　は　業　務　内　容

年　月　日 賞　　罰　　の　　内　　容
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11

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　

□法人にあつては、主たる事務所の□
所在地、名称及び代表者の氏名　　

電話番号

屋外広告業の登録事項の変更について（届出）

このことについて、秋田県屋外広告物条例第18条の５第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

様式第１６号　屋外広告業登録事項変更届出書

１　登録年月日及び

登録番号

２　変更事項

年　　　月　　　日

変更年月日 変　更　後 変　更　前

（ ）
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12

年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　

□法人にあつては、主たる事務所の□
所在地、名称及び代表者の氏名　　

電話番号

屋外広告業の廃業等について（届出）

このことについて、秋田県屋外広告物条例第18条の７第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

様式第１７号 廃業等届出書

（ ）

１　登録年月日及び

登録番号

２　廃業等の理由

３　廃業等の年月日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

４　屋外広告業者と

届出人との関係
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年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　

年　　月　　日生

業務主任者の資格の認定について（申請）

このことについて、秋田県屋外広告物条例施行規則第19条の５第２項の規定により、次のとおり申請します。

様式第１８号　業務主任者資格認定申請書

（注）１　「責任者」とは、屋外広告物の表示等に関する請負契約の締結、設計並びに工事の施工及び監督の権限を有す

る者をいいます。

２　責任者としての経歴及び過去５年間の実績の記載内容について、それぞれ会社等の証明書を添付してくださ

い。

者
と
し
て
の
経
歴

１

広
告
物
の
表
示
等
の
責
任

２　責任者としての過去５年間の実績

経営し、又は勤務した

会社、営業所等の名称
所　　　　在　　　　地

責任者としての年数及び期間

年数　　期　　　　　　間

年　　月から

年　　月まで

役 職 名

別紙

３　責任者としての過去５年間における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の違反の有無

４　その他参考事項

有 ・ 無
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14

別紙　責任者としての過去５年間の実績

表示又は設置年月日 発注会社名 表示又は設置の場所
広告物

の種類
経営し、又は勤務した会社、営業所等の名称
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15

40センチメートル以上

3
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

様式第１９号　標識

屋外広告業者登録票

氏 名 又 は 名 称

法人である場合の代表者の氏名

登 録 番 号

登 録 年 月 日 年　　　月　　　日

営 業 所 の 名 称

この営業所に置かれている

業務主任者の氏名

様式第２０号　帳簿

注 文 者 の 住 所

注 文 者 の 氏 名 又 は 名 称

広告物の表示又は掲出物件の設

置の場所

表示した広告物又は設置した掲

出物件

電話番号

名称

又は

種類

数量

形状 寸法

年　　　月　　　日
広告物の表示又は掲出物件の設

置の年月日

請 負 金 額
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様
式
第
二
十
一
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規

定
（
第
十
三
条
の
五
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
第
十
九

条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
に
見

出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
及
び
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
、
様
式
第
六
号
の
次
に
二
様
式
を

加
え
る
改
正
規
定
（
様
式
第
六
号
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
二

十
号
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
二
十
一
号
を
削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
八
号

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

第
八
条
の
表
中
「
規
則
第
四
条
」
を
「
第
四
条
」
に
、

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
十
三
条
」

」

に
、
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
、
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
、
「
様

式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
、
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
、
「
様
式
第

十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第

六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
の
公
示
場
所
）

第
七
条

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
保
管
し
た
工
作
物
そ
の
他
の
物

件
又
は
施
設
（
以
下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
を
所
管
す
る
地
域
振

興
局
と
す
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
の
手
続
）

第
八
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
の
手
続
は
、
秋
田
県
財

務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
七
章
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
九
条

知
事
は
、
保
管
し
た
工
作
物
等
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金

を
含
む
。
）
を
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有

す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏

名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
工
作

物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ
、
か
つ
、
受
領
書
と
引
換
え
に

返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
第
９
条
」
を
「
第1

3

条
」
に
改
め
、
同
様

式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
第
９
条
」
を
「
第1

3

条
」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
第
９
条
」
を
「
第1

3

条
」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

様
式
第
八
号
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
第
９
条
」
を
「
第1

3

条
」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
第
９
条
」
を
「
第1

3

条
」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
六
号
の
二
中
「
第
８
条
」
を
「
第1

1

条
」
に
、
「
電
　
話
」
を
「
電
話
番
号
」
に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

16

規
則
第
五
条
の
三
第
一
項

有
料

第
五
条
の
三
第
一
項

第
九
条

有受

公
園
施
設
利
用
許
可
申
請
書

様
式
第
六
号
の
二

料
公
園
施
設
利
用
許
可
申
請
書

領
書

様
式
第
七
号

様
式
第
八
号

第
11条

第
８
条

第
11条

第
８
条

第
13条

第
９
条

第
11条

第
８
条

第
13条

第
９
条

第
11条

第
８
条

第
13条

第
９
条

第
11条

第
８
条

第
13条

第
９
条

第
11条

第
８
条

第
13条

第
９
条

第
11条

第
８
条

電
話
番
号

電
　
話
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年　　月　　日

秋田県知事　　　　様

返還を受けた者

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　w

□法人の場合は、主たる事務所の□
所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号

次のとおり工作物等（工作物等の代金）の返還を受けました。

様式第８号（第11条関係）

受領書

返 還 を 受 け た 日 時 及 び 場 所 年　　　月　　　日

（ ）

（注） 氏名を自書した場合は、押印を省略することができます。

返 還 を 受 け た

工 作 物 等

整 理 番 号

名称又は種類

数量又は金額



」

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、

を
削
り
、
同

」

」

「

「

表
（二）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、

」

「

「

を
削
り
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　

」

18

地
域

げ
る

天

王

町

若

美

町

全
域

全
域

本

荘

市

（二）
項
及
び
（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

由
利
本
荘

市

（二）
項
、
（三）
項
、
（四）
項
及
び
（五）
項
に
掲

げ
る
地
域
を
除
く
地
域

（五）
項
に
掲

（三）
項
、
（四）
項
、
（五）
項
及
び
（六）
項
に
掲

げ
る
地
域
を
除
く
地
域

岩

城

町

西

目

町

内
道
川
、
二
古
、
道
川
、
勝
手
、
亀

田
愛
宕
町
、
亀
田
亀
田
町
、
亀
田
大

町
、
亀
田
最
上
町
、
赤
平
、
六
呂

田
、
下
黒
川

上
黒
川
の
う
ち
字
岩
ノ
沢

出
戸
、
西
目
、
沼
田
、
海
士
□

鷹

巣

町

（三）
項
及
び
（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

合

川

町

増
沢
、
木
戸
石
、
岱
新
田

上
杉
の
う
ち
字
金
沢

下
杉
の
う
ち
字
清
水
沢

五
城
目
町

昭

和

町

富
津
内
下
山
内
、
富
津
内
富
田
、
内

川
浅
見
内
、
内
川
湯
の
又
、
内
川
黒

土
、
内
川
小
倉

富
津
内
中
津
又
の
う
ち
字
住
吉
、
字

八
田
川
原
川
尻
、
字
豊
ノ
口
、
字
御

蔵
下
、
字
台
馬
場
目
（
（三）
項
及
び
（四）

項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

上
虻
川
の
う
ち
字
大
沢

北
秋
田
市

（三）
項
、

げ
る
地

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
九
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
一
条
の
二
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明

書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
、
秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
条
例
第

七
十
一
号
）
第
二
条
の
表
十
五
の
項
に
規
定
す
る
事
務
以
外
の
事
務
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」
を

削
る
。

「

「

別
表
（一）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
り
、

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

「

に
改
め
、

を
削
り
、

域る
地

本

飯
田
川
町

天

王

町

若

美

町

全
域

全
域

全
域

男

鹿

市

全
域

五
城
目
町

昭
和
　
町

（二）
項
、
（三）
項
及
び
（四）
項
に
掲
げ
る
地

域
を
除
く
地
域

（二）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

五
城
目

昭
　
和

男

鹿

市

潟

上

市

五
城
目
町

全
域

（二）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

（二）
項
、
（三）
項
及
び
（四）
項
に
掲
げ
る
地

域
を
除
く
地
域

潟

上

市

五
城
目
町

昭馬地内川内富面川

平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号



平成17年 3月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 5号

」

「

に
、

」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

」

」
「

を
削
り
、
同
表
（三）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

」

」

「

「

及
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

を
削
り
、

を

」

」

「

「

に
、

19

昭
和
豊
川
上
虻
川
の
う
ち
字
大
沢

馬
場
目
（
（三）
項
及
び
（四）
項
に
掲
げ
る

地
域
を
除
く
。
）
、
富
津
内
下
山

内
、
富
津
内
富
田
、
内
川
黒
土
、
内

川
小
倉
、
内
川
湯
ノ
又
、
内
川
浅
見

内富
津
内
中
津
又
の
う
ち
字
台
、
字
長

面
、
字
豊
ノ
口
、
字
住
吉
、
字
八
田

川
原
川
尻
、
字
若
宮
、
字
御
蔵
下

本

荘

市

雪
車
町
、
鳥
川
、
上
野
、
鮎
瀬
、
万

願
寺
、
荒
町
、
三
條
、
二
十
六
木
、

大
中
の
沢
、
館
前
、
大
沢
、
金
山
、

土
谷
、
山
田

福
山
の
う
ち
字
長
者
屋
敷

芦
川
の
う
ち
字
湯
の
沢

赤
田
（
（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）

由
利
本
荘

市

赤
田
（
（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
鮎
瀬
、
荒
町
、
上
野
、
大

沢
、
大
中
ノ
沢
、
金
山
、
烏
川
、
三

条
、
雪
車
町
、
館
前
、
土
谷
、
二
十

六
木
、
万
願
寺
、
山
田
、
岩
城
泉

田
、
岩
城
上
黒
川
（
字
岩
ノ
沢
を
除

く
。
）
、
岩
城
上
蛇
田
、
岩
城
君
ケ

野
、
岩
城
下
蛇
田
、
岩
城
滝
俣
、
岩

城
冨
田
、
岩
城
福
俣
、
五
十
土
、
蟹

沢
、
川
西
、
久
保
田
、
黒
沢
、
新
上

条
、
陳
ケ
森
、
堰
口
、
東
鮎
川
、
平

石
、
曲
沢
、
町
村
、
南
福
田
、
森

子
、
山
本
、
吉
沢
、
岩
谷
麓
、
岩
谷

町
、
牛
寺
、
大
内
三
川
、
大
谷
、
北

福
田
、
徳
沢
、
中
館
、
深
沢
、
米
坂

芦
川
の
う
ち
字
湯
の
沢

福
山
の
う
ち
字
長
者
屋
敷

岩

城

町

大

内

町

西

目

町

（一）岩三寺（一）

（一）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

岩
谷
町
、
米
坂
、
大
谷
、
岩
谷
麓
、

三
川
、
徳
沢
、
北
福
、
中
館
、
牛

寺
、
深
沢

当
場
、
字
日
景
沢

下
、
字
園
の
内
、

字
一
通
沢

掲
げ
る
地
域
を
除

北
秋
田
市

小
森
（
（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
中
屋
敷
、
七
日
市
（
（四）
項

に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、
脇

神
、
浦
田
、
桂
瀬
、
本
城
、
米
内

沢
、
鎌
沢
、
上
杉
（
字
金
沢
を
除

く
。
）
、
川
井
、
根
田
、
下
杉
（
字

清
水
沢
を
除
く
。
）
、
李
岱
、
芹

沢
、
道
城
、
新
田
目
、
羽
根
山
、
福

田
、
三
木
田
、
三
里

綴
子
の
う
ち
字
摩
当
場
、
字
日
景
沢

出
口
、
字
西
又
家
下
、
字
囲
の
内
、

字
山
神
堂
川
向
、
字
一
通
沢

森

吉

町

（四）
項
、
（五）
項
及
び
（六）
項
に
掲
げ
る
地

域
を
除
く
地
域

合

川

町

（二）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

地
域
を
除
く
地
域

五
城
目
町

馬
場
目
の
う
ち
字
恋
地
、
字
関
ケ

沢
、
字
十
二
ノ
台
、
字
坊
井
地
、
字

堤
台
、
富
津
内
中
津
又
（
（二）
項
に
掲

げ
る
地
域
を
除
く
。
）

鷹

巣

町

沢
口

綴
子
の
う
ち
字
摩

出
口
、
字
西
又
家

字
山
神
堂
川
向
、

七

市
（
四）
項
に

（一）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

岩
谷
町
、
米
坂
、
大
谷
、
岩
谷
麓
、

三
川
、
徳
沢
、
北
福
、
中
館
、
牛

寺
、
深
沢

（一）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

鷹

巣

町

沢
口

綴
子
の
う
ち
字
摩

出
口
、
字
西
又
家

字
山
神
堂
川
向
、

七
日
市
（
（四）
項
に

く
。
）

五
城
目
町

富
津
内
中
津
又
（
（二）
項
に
掲
げ
る
地

域
を
除
く
。
）

馬
場
目
の
う
ち
字
関
ケ
沢
、
字
恋

地
、
字
十
二
ノ
台
、
字
坊
井
地
、
字

梅
ノ
木
、
字
堤
台
、
字
船
沢
口

本

荘

市

山
内
、
大
梁
、

沢
、
館
、
宮

股
、
南
の
股

赤
田
の
う
ち
字

字
土
本
、
字
菅
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由
利
本
荘

市

大
簗
、
北
ノ
股
、
滝
ノ
沢
、
館
、
鳥

田
目
、
南
ノ
股
、
宮
沢
、
柳
生
、
山

内
、
湯
沢
、
矢
島
町
荒
沢
（
（四）
項
に

掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、
矢
島
町

川
辺
、
矢
島
町
木
在
、
矢
島
町
城

内
（
（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
矢
島
町
新
荘
（
（四）
項
に
掲

げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、
矢
島
町
立

石
、
矢
島
町
舘
町
、
矢
島
町
田
中

町
、
矢
島
町
七
日
町
、
矢
島
町
元

町
（
（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
矢
島
町
矢
島
町
、
飯
沢
、

大
水
口
、
小
菅
野
、
土
倉
、
西
沢
、

東
中
沢
、
前
郷
、
岩
野
目
沢
、
大
倉

沢
、
加
賀
沢
、
葛
岡
、
小
栗
山
、
坂

部
、
新
沢
、
新
田
、
高
尾
、
滝
、
長

坂
、
中
田
代
、
中
帳
、
中
俣
、
及

位
、
羽
広
、
平
岫
、
松
本
、
東
由
利

老
方
、
東
由
利
蔵
、
東
由
利
宿
、
東

由
利
杉
森
、
東
由
利
法
内
（
（四）
項
に

掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

赤
田
の
う
ち
字
二
タ
又
、
字
大
瀧
、

字
土
本
、
字
菅
ノ
沢
、
国
有
林
地
域

協

和

町

太

田

町

仙

北

町

南

外

村

全
域

国
見
、
斉
内
、
小
神
成
、
太
田
、
今

泉
、
永
代
、
川
口
、
三
本
扇
、
横

沢
、
中
里
、
駒
場

全
域

全
域

鷹

巣

町

七町地口屋孫字船倉字木路

除
く
地
域

中

仙

町

長
野
、
北
長
野
、
上
鶯
野
、
下
鶯

野
、
豊
川
、
栗
沢
、
大
神
成
、
清

水
、
長
戸
呂
、
鑓
見
内
、
豊
岡

五
城

町

富
津
内
中
津
又
（
（二
項
に
掲
げ
る
地

域
を
除
く
。
）

馬
場
目
の
う
ち
字
関
ケ
沢
、
字
恋

地
、
字
十
二
ノ
台
、
字
坊
井
地
、
字

梅
ノ
木
、
字
堤
台
、
字
船
沢
口

本

荘

市

山
内

大
梁

沢
、
館
、
宮

股
、
南
の
股

赤
田
の
う
ち
字

字
土
本
、
字
菅

島
田
目
、
柳
生
、
湯

沢
、
滝
の
沢
、
北
の

二
タ
又
、
字
大
瀧
、

ノ
沢

利

町

大

内

町

東
由
利
町

大

曲

市

神

岡

町

西
仙
北
町

飯
沢

大
水

東
中
沢

小
菅

野
、
前
郷
、
土
倉
、
西
沢

（二）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

老
方
、
蔵
、
洗
内
、
宿
、
杉
森

全
域

全
域

全
域

大

仙

市

（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を

矢

島

町

由

利

町

大

内

町

東
由
利
町

大

曲

市

（四）
項
及
び
（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

飯
沢
、
大
水
口
、
東
中
沢
、
小
菅

野
、
前
郷
、
土
倉
、
西
沢

（二）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

老
方
、
蔵
、
洗
内
、
宿
、
杉
森

全
域

大

仙

市

（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
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北
秋
田
市

阿
仁
前
田
、
小
又
、
五
味
堀
、
根
森

田
、
森
吉
（
（五）
項
及
び
（六）
項
に
掲

げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、
阿
仁
荒

瀬
（
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
阿
仁
一
ノ
又
鉱
山
、
阿
仁

鍵
ノ
滝
（
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
阿
仁
萱
草
、
阿
仁
銀
山
、

阿
仁
小
様
（
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を

除
く
。
）
、
阿
仁
小
沢
鉱
山
、
阿
仁

小
渕
、
阿
仁
三
枚
鉱
山
、
阿
仁
二
ノ

又
鉱
山
、
阿
仁
根
子
（
（六）
項
に
掲
げ

る
地
域
を
除
く
。
）
、
阿
仁
真
木
沢

鉱
山
、
阿
仁
水
無
（
（六）
項
に
掲
げ
る

地
域
を
除
く
。
）
、
阿
仁
吉
田
（
（六）

項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

小
森
の
う
ち
国
有
林
地
域

栄
の
う
ち
国
有
林
地
域

綴
子
の
う
ち
国
有
林
地
域

七
日
市
の
う
ち
字
三
ノ
渡
大
野
、
字

三
ノ
渡
、
字
様
平
、
字
鳥
越
、
字
林

ノ
沢
、
字
黒
森
、
字
林
岱
、
字
向
ノ

沢
、
字
前
谷
地
、
字
袖
取
、
字
大

沢
、
字
松
沢
口
、
字
堤
ノ
沢
、
字
階

沢
口
、
字
水
無
屋
敷
、
字
孫
助
岱
、

字
赤
利
又
、
字
水
無
、
字
仙
戸
石
、

字
湯
津
内
、
字
上
船
木
岱
、
字
菅
谷

地
岱
、
字
越
鳥
沢
、
字
船
木
石
倉

岱
、
字
船
木
中
島
、
字
船
木
沢
、
字

竹
ノ
子
沢
、
字
木
津
打
沢
、
字
船
木

川
原
、
字
苗
代
沢
口
、
字
向
岱
、
字

船
木
赤
坂
、
字
勘
十
郎
岱
、
字
小
船

木
沢
、
字
茂
替
沢
、
字
若
木
岱
、
字

根
洗
沢
、
字
餅
田
小
屋
、
字
船
木
長

畑
、
字
中
船
木
岱
、
字
船
木
片
路
、

字
七
曲
り
、
国
有
林
地
域

森

吉

町

阿

仁

町

阿
仁
前
田
、
小
又
、
五
味
堀
、
根
森

田
、
森
吉

（五）
項
及
び
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

馬
場
目
の
う
ち
字
杉
沢
、
字
杉
沢
上

台
、
字
杉
沢
下
台
、
字
杉
沢
下
段
、

字
北
ノ
又
、
字
蛇
喰
、
字
落
合

国
有
林
地
域

五
城
目
町

五
城
目
町

由
利
本
荘

市

馬
場
目
の
う
ち
字
杉
沢
尻
、
字
杉
沢

下
台
、
字
杉
沢
、
字
杉
沢
下
段
、
字

黒
沢
口
、
字
杉
沢
中
台
、
字
杉
沢
上

台
、
字
杉
沢
水
上
、
字
高
瀬
、
字
阿

仁
又
、
字
鍋
割
、
字
落
合
、
字
蛇

喰
、
字
北
ノ
又
、
字
盆
城
、
字
合

河
、
字
馬
場
目
沢

国
有
林
地
域

矢
島
町
坂
之
下
、
東
由
利
黒
渕
、
東

由
利
田
代
、
東
由
利
舘
合
、
鳥
海
町

上
川
内
、
鳥
海
町
上
笹
子
（
（五）
項
に

掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、
鳥
海
町

上
直
根
（
（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
。
）
、
鳥
海
町
栗
沢
、
鳥
海
町
小

川
、
鳥
海
町
才
ノ
神
、
鳥
海
町
猿

倉
、
鳥
海
町
下
川
内
、
鳥
海
町
下
笹

子
、
鳥
海
町
下
直
根
、
鳥
海
町
中
直

根
、
鳥
海
町
伏
見
、
鳥
海
町
百
宅

（
（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

矢
島
町
荒
沢
の
う
ち
字
熊
子
沢
、
字

濁
川

矢
島
町
新
荘
の
う
ち
字
才
の
神
、
国

有
林
地
域

矢
島
町
元
町
の
う
ち
字
金
ケ
沢

東
由
利
法
内
の
う
ち
国
有
林
地
域

七
日
市
の
う
ち
字
様
平
、
字
三
渡
大

町
、
字
三
渡
、
字
林
沢
、
字
前
谷

地
、
字
黒
森
、
字
林
岱
、
字
階
沢

口
、
字
赤
利
又
、
字
水
無
、
字
水
無

屋
敷
、
字
湯
津
内
、
字
仙
戸
石
、
字

孫
助
岱
、
字
向
ノ
沢
、
字
松
沢
口
、

字
大
沢
、
字
堤
ノ
沢
、
字
鳥
越
、
字

船
木
中
島
、
字
船
木
沢
、
字
船
木
石

倉
岱
、
字
舟
木
岱
、
字
船
木
川
原
、

字
船
木
赤
坂
、
字
小
舟
木
沢
、
字
船

木
長
畑
、
字
中
船
木
岱
、
字
船
木
中

路
神

岡

町

西
仙
北
町

全
域

全
域
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矢

島

町

東
由
利
町

鳥

海

町

坂
の
下

新
荘
の
う
ち
字
才
の
神

元
町
の
う
ち
字
金
ケ
沢

荒
沢
の
う
ち
字
熊
子
沢
、
字
濁
川

（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

大

仙

市

大
神
成

田
及
び

地
域

、
栗
沢
、
豊
岡
、
太
田
町
太

太
田
町
川
口
の
う
ち
国
有
林

中

仙

町

（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

太

田

町

（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

（五）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

泉
沢
、
小
野
、
横
堀
、
院
内
銀
山
町

桑
崎
の
う
ち
字
小
比
内
山

寺
沢
の
う
ち
字
大
沢

下
院
内
の
う
ち
字
湯
尻
山

上
院
内
（
字
新
雄
勝
及
び
字
南
沢
を

除
く
。
）

湯

沢

市

稲

川

町

雄

勝

町

湯

沢

市

（五）
項
及
び
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

皆

瀬

村

川
向
の
う
ち
字
朝
日
、
字
般
ケ
沢
、

字
立
岩
、
字
下
雨
生
、
字
上
雨
生
、

字
新
処
、
字
藤
倉
、
字
穴
沢
、
字
弥

兵
川
原
、
字
土
佐
川
原
、
字
峠
の

沢
、
字
打
野
、
字
白
沢
、
字
三
森
、

字
塞
ノ
神
、
字
沼
田
、
字
仏
師
ケ

沢
、
字
八
王
神
、
字
上
野
、
字
竹
の

子
沢
、
字
宮
田
、
字
瀬
野
ケ
沢
、
字

沢
梨
台
、
字
二
ツ
石
、
字
水
沢
、
字

板
沢
、
字
野
中
、
字
吉
ケ
沢
、
字
釜

の
沢
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森

吉

町

阿

仁

町

国
有
林
地
域

荒
瀬
川
、
□
畑
、
萱
草
鉱
山
、
笑

内
、
伏
影
、
幸
屋
、
幸
屋
渡
、
比
立

内
、
長
畑
、
戸
鳥
内
、
中
村
、
打
当

北
秋
田
市

由
利
本
荘

市

阿
仁
荒
瀬
川
櫃
畑

項
に
掲
げ
る
地
域

仁
笑
内
、
阿
仁
萱

屋
、
阿
仁
幸
屋

る
地
域
を
除
く
。

内
（
（六）
項
に
掲

く
。
）
、
阿
仁
中

げ
る
地
域
を
除
く

畑
（
（六）
項
に
掲

く
。
）
、
阿
仁
比

げ
る
地
域
を
除
く

森
吉
の
う
ち
国
有

掲
げ
る
地
域
を
除

矢
島
町
城
内
、
鳥

海
町
上
直
根
及
び

ち
国
有
林
地
域

、
阿
仁
打
当
（
（六）

を
除
く
。
）
、
阿

草
鉱
山
、
阿
仁
幸

渡
（
（六）
項
に
掲
げ

）
、
阿
仁
戸
鳥

げ
る
地
域
を
除

村
（
（六）
項
に
掲

。
）
、
阿
仁
長

げ
る
地
域
を
除

立
内
（
（六）
項
に
掲

。
）
、
阿
仁
伏
影

林
地
域
（
（六）
項
に

く
。
）

海
町
上
笹
子
、
鳥

鳥
海
町
百
宅
の
う

海
町
上
笹
子
、
鳥

鳥
海
町
百
宅
の
う

湯

沢

市

稲

川

町

雄

勝

町

皆

瀬

村

高
松
の
う
ち
字
高
野
、
字
坊
ケ
沢
、

字
山
居
、
字
川
途
川
、
字
奥
宮
、
字

天
矢
場
、
字
下
新
田
、
字
泥
湯
台
、

字
泥
尻
沢
、
字
上
新
田
山
、
字
上
新

田
、
字
田
螺
沼
台
、
字
硫
黄
山
、
字

川
原
毛
、
字
泥
湯
、
国
有
林
地
域

稲
庭
の
う
ち
字
滝
の
上
、
字
平
場
、

字
天
明
松

（四）
項
及
び
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

（四）
項
及
び
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除

く
地
域

湯

沢

市

下
院
内
（
字
湯
ノ
尻
山
及
び
■

掲
げ
る
地
域

を
除
く
。
）
、

（
字
大
沢
を
除
く
。
）
、
秋

（
（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を

く
。
）
、
桑
崎
（
字
小
比
内
山

（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。

皆
瀬
（
字
朝
月
、
字
船
ケ
沢
、

岩
、
字
下
雨
生
、
字
上
雨
生
、

倉
、
字
穴
沢
、
字
弥
兵
エ
川
原

土
佐
川
原
、
字
峠
ノ
沢
、
字
打

字
白
沢
、
字
三
吉
森
、
字
塞
神

沼
田
、
字
仏
師
ケ
沢
、
字
八
王

字
上
野
、
字
竹
ノ
子
沢
、
字
宮

字
瀬
野
ケ
沢
、
字
沢
梨
台
、
字

石
、
字
水
沢
、
字
板
沢
、
字
野

字
吉
ケ
沢
、
字
釜
ノ
沢
及
び
（六）

掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

高
松
の
う
ち
字
高
野
、
字
坊
ケ

字
山
居
、
字
三
途
川
、
字
奥
宮

天
矢
場
、
字
下
新
田
、
字
泥
湯

字
湯
尻
沢
、
字
上
新
田
山
、
字

田
、
字
泥
湯
、
国
有
林
地
域

稲
庭
町
の
う
ち
字
滝
ノ
上
、
字

松
、
字
平
場

上
院
内
の
う
ち
字
新
雄
勝
、
字

下
院
内
（
字
湯
ノ
尻
山
及
び
（六）
項
に
　

を
除
く
。
）
、
寺
沢

（
字
大
沢
を
除
く
。
）
、
秋
ノ
宮

掲

げ

る

地

域

を

除

く
。
）
、
桑
崎
（
字
小
比
内
山
及
び

（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、

皆
瀬
（
字
朝

、
字
船
ケ
沢
、
字
立

矢

島

町

鳥

海

町

国
有
林
地
域

国
有
林
地
域
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下
院
内
（
字
湯
ノ
尻
山
及
び
■
項
に
　

を
除
く
。
）
、
寺
沢

（
字
大
沢
を
除
く
。
）
、
秋
ノ
宮

掲

げ

る

地

域

を

除

く
。
）
、
桑
崎
（
字
小
比
内
山
及
び

（六）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）
、

皆
瀬
（
字
朝
月
、
字
船
ケ
沢
、
字
立

岩
、
字
下
雨
生
、
字
上
雨
生
、
字
藤

倉
、
字
穴
沢
、
字
弥
兵
エ
川
原
、
字

土
佐
川
原
、
字
峠
ノ
沢
、
字
打
野
、

字
白
沢
、
字
三
吉
森
、
字
塞
神
、
字

沼
田
、
字
仏
師
ケ
沢
、
字
八
王
神
、

字
上
野
、
字
竹
ノ
子
沢
、
字
宮
田
、

字
瀬
野
ケ
沢
、
字
沢
梨
台
、
字
二
ツ

石
、
字
水
沢
、
字
板
沢
、
字
野
中
、

字
吉
ケ
沢
、
字
釜
ノ
沢
及
び
（六）
項
に

掲
げ
る
地
域
を
除
く
。
）

高
松
の
う
ち
字
高
野
、
字
坊
ケ
沢
、

字
山
居
、
字
三
途
川
、
字
奥
宮
、
字

天
矢
場
、
字
下
新
田
、
字
泥
湯
沢
、

字
湯
尻
沢
、
字
上
新
田
山
、
字
上
新

田
、
字
泥
湯
、
国
有
林
地
域

稲
庭
町
の
う
ち
字
滝
ノ
上
、
字
天
明

松
、
字
平
場

上
院
内
の
う
ち
字
新
雄
勝
、
字
南
沢

森

吉

町

阿

仁

町

昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
四
百

十
九
号
で
指
定
さ
れ
た
森
吉
山
県
立

自
然
公
園
区
域
の
地
域
（
森
吉
を
除

く
。
）

国
有
林
地
域
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第
四
百

山
県
立

吉
を
除

北
秋
田
市

森
吉
の
う
ち
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県

告
示
第
四
百
十
九
号
で
指
定
さ
れ
た

森
吉
山
県
立
自
然
公
園
の
区
域

阿
仁
荒
瀬
、
阿
仁
鍵
ノ
滝
、
阿
仁
小

様
、
阿
仁
根
子
、
阿
仁
水
無
、
阿
仁

吉
田
、
阿
仁
幸
屋
渡
、
阿
仁
比
立

内
、
阿
仁
長
畑
、
阿
仁
戸
鳥
内
、
阿

仁
中
村
及
び
阿
仁
打
当
の
う
ち
国
有

林
地
域

雄

勝

町

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
改
め
、

を
削
る
。

」

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
の
改
正

規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
有
林
地
域

湯

沢

市

下
院
内
、
上
院
内
、
秋
ノ
宮
、
桑
崎

及
び
皆
瀬
の
う
ち
国
有
林
地
域

皆

瀬

村

国
有
林
地
域


